
 ※鉛筆・消せるボールペンは、使用しないでください。

✔

✔

※マイナンバー又は住民票コードの表示を希望される場合は、本人の住所地宛に簡易書留で郵送します。
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「〇〇と△△との関係がわかるもの」「〇〇～△△までの住所の記録」など


